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無電柱化の必要性
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「無電柱化の推進に関する法律」概要 （Ｈ28.12.9成立）
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無電柱化推進計画（R3～R7）概要（1/2） 令和３年５月２５日
国土交通大臣決定
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無電柱化推進計画（R3～R7）概要（2/2） 令和３年５月２５日
国土交通大臣決定
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開発許可制度における運用 （令和2年3月19日付国都計第133号、技術的助言）

無電柱化の推進に関する法律の制定、道路法施行規則の改正等を踏まえ、開発許可制度の
取扱いについて技術的助言を発出

通知のポイント

○ 無電柱化法について
・ 無電柱化法第12条において、「市街地開発事業その他これらに類する事業」が実施される場合には、電柱又
は電線を道路上において新たに設置しないようにすることとされている。
・「その他これらに類する事業」には開発事業も含まれると解されるため、開発道路においても無電柱化が求められる。

○ 開発道路における無電柱化について
・ 道路管理者に引き継がれる開発道路は、道路法の適用を受けるため、変更された占用許可基準のほか、道路
局事務連絡等が適用される。
※ 道路管理者に引き継がれない開発道路（私道）は、引き継がれる開発道路に準じた取扱いとする。
・ 開発事業は整備主体が開発許可申請者のため、開発許可申請者と関係事業者の役割分担等について記載

○ 開発許可権者の留意事項
・ 開発許可の事前相談の段階から、開発許可申請者に対し、無電柱化促進に向けた指導・情報提供を行うこ
とが望ましい。

・道路管理者との公共施設管理者協議を速やかに行うこと
・２年前通知を予備設計着手の段階から発出すること 等

・ 工事着手までの期間が２年未満である場合や、私道等であっても、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、
良好な景観の形成等の観点から、可能な限り無電柱化の実施が望ましい。
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開発事業において無電柱化を検討しなかった理由について（開発事業者）

令和５年度に開発許可を取得した開発事業のうち、「無電柱化を検討しなかった」と回答のあった事業について、その
理由を開発事業者に調査（複数回答可）。

※令和６年８月国土交通省都市局都市計画課調査

45.7%

24.2%

18.1%

48.2%

12.6%

11.9%

28.6%

40.3%

18.0%

1.4%

9.3%

5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無電柱化コストが高く、事業採算性が確保できないため

無電柱化による工期延長を回避するため

２年前通知が間に合わないため

開発区域の周辺が無電柱化されていないため

無電柱化による資産価値の上昇が見込めないため

無電柱化に伴う地上機器の設置場所が確保できないため

開発許可権者から無電柱化を求められなかったため

事業規模が小さく、無電柱化のメリットがないため

自社の無電柱化のノウハウが不足していたため

周辺住民の理解が得られなかったため

その他

未回答
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無電柱化まちづくり促進事業（R4年度創設）

■無電柱化まちづくり促進事業の概要

○ 市街地開発事業等における無電柱を進めるため、「無電柱化まちづくり促進事業」を令和4年度に創設
○ 施行者の負担の軽減により、市街地開発事業等の無電柱化を進めていく

新たな制度等の活用による施行者等の負担軽減（イメージ）
地上機器
・電線等

（約1.8億/km）

電線共同溝
本体

（約3.5億/km）

従来の要請者負担方式 地方公共団体施行

電線管理者

地方公共団体

国

1/2

1/2

電線管理者

国

民間等

地方公共団体

組合・民間等施行
（3,000㎡以上）

1/3

1/3

1/3

組合・民間等施行
（3,000㎡未満）

無電柱化まちづくり
促進事業により支援

要請者
＝施行者等

電線管理者

国

民間等

地方公共団体

1/5

2/5

2/5

約款改定により
電力事業者が負担

市街地開発事業等における新設電柱の抑制を図るため、電線共同溝方式によらずに実施される無電柱化に対する支援を
行い、地方公共団体と連携を図りつつ、小規模事業も含めた無電柱化の取組を促進する。

【交付要件】
①地方公共団体が策定する「無電柱化まちづくり促進計画」に基づく事業
②市街地開発事業等において電線共同溝方式によらずに行われる事業
③電線管理者が事業費の一部（地上機器・電線等）を負担する事業
【交付対象事業費】 無電柱化に係る設計費及び施設整備費（地上機器・電線等の工事費を除く）
【交付対象】 地方公共団体（事業者が組合・民間事業者等の場合は間接交付）
【国費率】 １／２
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○土地区画整理事業、都市計画法の開発許可に基づく開発行為にて行われる宅地整備等での無電柱化を推進するため、「無電柱化ま
ちづくり促進事業」を令和4年度に創設し、活用箇所が拡大。

○更なる活用を図るため、都市局及び地方整備局等による説明会や研修、事務連絡等において、無電柱化まちづくり促進事業の周知
を自治体、民間事業者に対して複数回実施。

○今後も普及を図り、無電柱化の更なる促進に取り組む。

8

開発許可市街地再開発事業土地区画整理事業実施地区数
東京都5地区令和４年度

東京都、千葉県芝山町茨城県守谷市11地区令和５年度
東京都、千葉県芝山町東京都茨城県守谷市、福岡県新宮町21地区令和６年度
東京都、長野県御代田

町、
長野県小布施町

東京都茨城県守谷市、福岡県新宮町、
東京都、神奈川県海老名市24地区令和７年度

無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施事例（東京都世田谷区） 無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施事例（千葉県芝山町）

無電柱化まちづくり促進事業を活用した無電柱化の実施状況

■活用状況

■活用事例
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開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン

ガイドラインの目的

○ 開発事業における無電柱化を進めるため、地方公共団体職員や開発事業者等のノウハウ
の不足等により生じる課題を整理し、その解決に資する情報を整理してガイドラインを作成。

○ 本ガイドラインを幅広い関係者に周知することで、開発事業における無電柱化に取り組む際
の手助けとなるものとし、開発事業における無電柱化の取組の加速を図る。

ガイドラインの構成

無電柱化に関わる「地方公共団体」、「開発事業者」、「電線管理者」等の役割を整理する
とともに、各プレイヤーに応じて必要となる情報やノウハウを体系的に提示。

○無電柱化に係る基本的な情報
・法令・制度
・事業手法・整備手法

○低コスト化手法のケーススタディ
○開発事業における無電柱化の実施フロー
関係者間の協議・調整の留意点

○無電柱化の規制・施策事例及び施工事例 等
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条例により無電柱を義務化している事例ー茨城県つくば市、神奈川県鎌倉市ー

鎌倉市無電柱化条例つくば市無電柱化条例

都市の防災機能の向上、安全かつ円滑な交通の確保
及び景観の保全に資することを目的に、既に無電柱
化が実施された路線や今後無電柱化が予定されてい
る区域において、二次開発等による電柱の建柱抑制
を図る。

都市の防災機能の向上、安全かつ円滑な交通の確保
及び景観の整備を図ることを目的に、既に無電柱化
されている区域の無電柱化を維持するとともに、市
内全域で無電柱化を促進。

目的

○条例で定める無電柱化路線・区域において、電線
類の敷設を要請する者に対し、無電柱化を義務化
（無電柱化費用は要請者負担）。

○条例で定める無電柱化区域において、電線類の敷
設を要請する者に対し、無電柱化を義務化（無電
柱化費用は要請者負担）。

○無電柱化区域外においても、無電柱化を努力義務
化。

概要

令和７年４月平成28年９月施行時期
無電柱化区域 条例の対象となる路線・区域
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景観法に基づく制度を活用している事例 ー島根県松江市 景観計画ー

○ 景観計画において、宍道湖景観形成区域内の一部のゾーンにおける景観形成基準として、
・原則として電線類の地中化を図ること
・やむを得ない場合には、電柱はできる限り整理統合を図り、極力目立たない位置となるよう配慮する

こと
を規定。

○ その他のゾーンについては上記について努力規定が置かれている。

※景観計画：地方自治体が定めることのできる良好な景観の形成に関する計画（全国675自治体が策定
（令和7年3月末時点））。景観計画区域内において建築物・工作物の築造等を行う場合、予

め届出が必要。届出内容が自治体が定める景観形成基準（工作物の形態意匠の制限の一環と
して無電柱化推進を規定可能）に適合していない場合、設計変更等の勧告が可能。

概 要

※１ 原則として電線類の地中化を求めるゾーン
※２ できる限り電線類の地中化に努めるゾーン

宍道湖湖面ゾーン（河川区域）
水際景観ゾーン（道路より宍道湖側の地域）※１
築地松散居集落ゾーン（簸川平野に見られる散居集落地域）※２
湖畔田園ゾーン（道路より内陸側の田園地域）※２
湖畔集落ゾーン（道路より内陸側の集落地域）※２
湖畔都市ゾーン（道路より内陸側の市街化区域、用途地域）※１

出典：松江市HP

出典：松江市景観計画
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景観法に基づく制度を活用している事例 ー北海道倶知安町 景観地区ー

【ヒラフ高原景観地区】

出典：北海道開発局HP

○ 景観地区内において3,000 ㎡以上の開発行為等を行う場合は、無電柱とする。
○ 無電柱化に伴う地上機器等の電気設備は、主要幹線道路から目立たない場所に配置、又は建築物内に

収める等の対応とする。
○ 3,000 ㎡以上の開発行為等を行う場合は、予め町長の許可が必要であり、違反した場合は、許可の取

り消し、工事停止命令等が可能。

※景観地区：市街地の良好な景観の形成を図るため、市町村が都市計画に定めることができる地区。工作
物について条例で設置の制限を定め、予め計画を認定に係らしめることや、一定の開発行為
等について条例で一定の規制を設け、予め許可に係らしめることで、無電柱の推進が可能。

概 要

12



インセンティブを設けている事例 ー公共貢献として評価し容積率緩和（東京都、神戸市）ー

○ 東京都では、都市開発諸制度※１を活用する場合、開発区域内の無電柱化を要件とするとともに、区
域外の無電柱化を公共貢献として評価。また、都市再生特別地区※２において、開発区域外の無電柱化
を都市再生に対する貢献の一つとして評価し、容積率を緩和した事例がある。

○ 神戸市では、都市再生特別地区において、開発区域内の無電柱化を都市再生に対する貢献の一つとし
て評価し、容積率を緩和した事例がある。

※１ 特定街区、高度利用地区、再開発等促進区を定める地区計画、総合設計
※２ 都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積等の建築物を誘導する必要がある区域として、地方自治体が都市計

画に定めることができる地区。

概 要

事 例
【愛宕地区 (東京都)】 【新港町西地区(神戸市)】

活用した制度 ：都市再生特別地区
区域面積 ：約 3.3ha
容積率(緩和後)： A街区(北) 500%→500% (南) 200%→500%

B街区 200%→400％
用途 ：住宅、オフィス、店舗、文化・集客施設 等

活用した制度 ：再開発等促進区を定める地区計画
区域面積 ：約 0.6ha
容積率(緩和後)：F地区497%→1,300% G地区520%→150%

H地区520％→580％
用途 ：住宅、事務所、店舗 等

イメージパース
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インセンティブを設けている事例 ー無電柱化により道路幅員基準を緩和（兵庫県芦屋市）ー

芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則に係る技術基準において、以下を規定。
・予定建築物が戸建て住宅かつ開発区域面積が 1.0ha 以上の場合、原則無電柱化の実施が必要
・無電柱化を実施する場合、有効幅員の基準を 6.5m 以上から 6.0ｍ以上に緩和

概 要

14



（事例）川津場地区田園型居住地創出拠点

１ 事業概要
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（事例）川津場地区田園型居住地創出拠点

２ 無電柱化の概要
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（事例）川津場地区田園型居住地創出拠点

３ 無電柱化に取り組んだ経緯

４ 無電柱化実施上のポイント
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開発事業における無電柱化促進のためのパンフレットについて

○より多くの開発事業者に対しきめ細かくアプローチできるよう、開発許可の事前相談などの際に、自治体職員から開発
事業者に対し、無電柱化について説明し実施を促すためのパンフレットを、令和７年３月に作成し、公表・配布。
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開発事業における無電柱化促進のためのパンフレットについて

国土交通省都市局都市計画課HPに掲載中：https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001878106.pdf
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